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育児と仕事の両立のパラダイムの確立と育児支援のあり方
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要約：

　これまでのr男は仕事、女は家庭」あるいは「家庭内労働はシャドウ・ワークである」というバラダイムが変換し

っっある状況を分析し、職業生活と家庭生活とを対置・対立させるのではなく・調和させることが・歴史的必然とな

ることを予測し、今後を展望することが必要であることを指摘した。従って・シャドウ・ワークが価値の低い労働で

あると判断されたり、あるいはすべて労働とその対価という価値によって判断されることに終るのではなく・結果的

には、家族員相互の人格的関係を強め、それがひとり一人の自己実現に寄与するかどうかが重要であるとし、家庭内

労働と育児の関係では、家族の絆を基本とした協働のあり方が問われるとした。今後特に労働環境と家庭環境との重

なり合いの中でかかわる協働が重要となり、家庭外労働のシステムやスタイルそのものが、間接的に育児への社会的

支援にかかわってくるとし、労働時間の短縮、育児時間の確保やフレックスタイム制の拡大によって、母親、父親が

子どもとの接触の機会を量的にも質的にも増加させる可能性についてふれた。また、近年育児の機能を両親とりわけ

母親のみが負わざるを得ない傾向を指摘し、親の負担、責任上の限界に留意し、現代の社会できわめて乏しくなった

社会的親を再認識してその役割を広げることの必要性を述べた。さらに、家庭外労働と育児の両立を図る上で、企業

、事業体の育児支援という新しい潮流に強い関心を向け、近年の企業、事業体の女性労働力への二一ズの高まり等、

この潮流を促進している背景と動向について分析した。今後の児童家庭福祉と企業・事業体との接点を広げる方策に

っいて展望し、保育システムヘ積極的かかわることの必要性、また企業のコーポレート・シチズンシッブの一環とし

て、家庭、地域、社会に積極的にかかわることの重要性を指摘した。

見出し語＝　育児支援、育児と仕事の両立、シャドウ・ワーク、社会的親・企業の社会貢献活動
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1　研究の目的と方法

　出生数の減少、家庭養育機能の低下等がもたらした家

庭・出生問題への関心は、最も私的な分野である家庭に

対して、社会的かっ公的な介入を必要とする考え方を強

めている。本研究では、近年特に重視されている家庭養

育機能と両親（母親）の職業生活との両立を図るための

課題と今後のあり方について検討することを目的として

、国内外の文献考察、公・私調査研究資料考察、関係者

意見聴取等を通じて、分析を加えた。

II考察と提言

1　両立の意義

　　（D職業生活と家庭生活の調和

　1985年にr雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律（い

わゆるr男女雇用機会均等法」）」が制定され、7年が経

過した。第2条に明記されているこの法律の基本理念

は、次のとおりである。

r　女子労働者は経済及び社会の発展に寄与する者であ

り、かつ、家庭の一員として次代を担う者の成育につい

て重要な役割を有する者であることにかんがみ、この法

律の規定による女子労働者の福祉の増進は、女子労働者

が母性を尊重されつっしかも性別により差別されること

なくその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営

み、及び職業生活と家庭生活との調和を図ることができ

るようにすることをその本旨とする。　　　　　　』

　このr経済及び社会の発展に寄与する者」という認識

及び「家庭の一員として次代を担う者の成育について重

要鮒館llを有する者」という認識は、従来はむしろ相対

立するニュアンスを持っていた。即ち、前者はr職業生

活』に、後者はr家庭生活jにより高い価値をおくもの

であり、家庭機能からみると、長い期間にわたって前者

は父親が、後者は母親が担うことによって安定するとい

うバラダイムが成立してきた。このバラダイムは、特に

女性の社会参加・進出、女性就労の量的・質的変化を中

心に徐々に揺らぎ始め、職業と家庭の両生活を対踵、対

立させることへの疑問とその克服のブロセスを通じ、わ

が国においては、今急速に職業生活と家庭生活を調和さ

せ、両立させることがrあたり前の」生活であることの

認識とバラダイム化がすすんでいるといえる。それは、

恰も様々な支流が合流して奔流となり、それがいつぞや

明瞭に本流となって認識されるブロセスに似ている。

　このr男女雇用機会均等法」の基本理念に明記されて

いるr職業生活と家庭生活との調和を図る」という主旨

は、政策のレベルにおいてその新しいバラダイムを打ち

出したものとして画期的なものであった。しかし、この

法律の制定時においては、この理念と実態、との格差を否

定できぬ幾多の側面がみられたが、しかしここ数年の社

会、経済の質的変換とさえ言えるようなダイナミックな

変化、即ち一次から三次産業乃至多次に及ぶ産業の構造

の変容、女性の労働市場への積極的な関与、労働力不足

の深刻化、出生・家庭問題への関心そして自立する女性

への関心の高まり、更には次代の政治体制・社会体制の

模索等は、これまでのいかなる時代のそれとも異なる課

題の解決を迫っている。

　その中でも・とりわけ女性及び母性の主張と家庭、経

済、社会における役割の広がりは、単なる一時的なもの

ではなく、今後の家庭機能、社会機能における歴史の必

然としての変換をもたらすものなのかが問われていると

言える。20世紀も残り少なくなったこの時期の、この奔

流は歴史の必然として受け止め、意味づけ、そして今後

の展望へと結びつけることのできる可能性を多分に擁し

ている。

　　（2）シャドウ・ワーク

　人間の家庭生活と社会生活の歴史の中で、近代家族の

成立・r子ども」の概念の定着化とともに、これらの動

向と家庭内労働と家庭外労働の分化の進行とが深く結び

ついていたことは重要なことである。家庭内労働や部分

的には家族の協働を伴う第一次産業が主流である時代に

は・近代以降の経済システムにおける労働の対価として

の賃金、給与、報酬とは異なる生産と消費のシステムが

成立し得た。その場合には、家事、育児、介護等の家族

の絆を基本とする行為や活動は、生産活動、消費活動と

一体的なものであり、その活動や労働に明確な区別〔dis

crimination）をする必要性はなかった。しかし、産業構

造の広がりとともに、生産活動が雇用労働に組み込まれ

ていくブロセスは、家庭外労働と家庭内労働とを明瞭に

分化し・家庭外労働の雇用者や労働者としては、出産と

乳幼児期には育児にかかわらざるを得ない女性、母親よ

りも男性、父親のウエイトが圧倒的な割合を占めていっ

た。その奔流は、次第に家事、育児、介護等をいわゆる

無償、無給の労働と同じ意味を持つものとして位置付け

るとともに、労働者にとっては家庭を休息と再生産のエ

ネルギーを回復する場として認識する主流を形成した。

そしてr男は仕事、女は家庭」という観念は、その後き

わめて長期にわたり本流となり、近年においても基本的
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にはその位置は変わっていない。

　このような、r支払われずに賃労働を補足する労働」

を、mich，1．はシャドウ・ワークと称し、市場経済に

おける生産に参加し、対価を受ける労働が光の部分であ

るとすれば、このような部分は影の部分であるとした量。

　さて、既述のような徐々の社会変化そして近年の急速

な社会変動は、このようなシャドウ・ワークと称される

行為と活動の再認識と再検討を強く迫っている。111ich

自身も、この点で、シャドウ・ワークからの解放のあり

方を提言している。また、経済学や家計経済の領域でこ

の面での斬新な理論構築や提示がすすみ出している。

ここでは、家庭養育機能の社会的・心理的支援という視

点からこの点について若干私論を述べることとする。

　シャドウ・ワークの再検討にあたって、その方向性を

展望する時、筆者は本研究の基本となるこれからの家庭

機能のあり方と関連させて述べたい。即ち、我々はr成

員相互の情緒的な結合に基づく、家族員の全人格性の保

護と安定」を家庭機能として受け止めてきた2。それ

は、社会における他の如何なる領域もそれを必要且つ十

分に満たすことのできない機能である。家庭機能は、労

働とその対価という価値によって侵食される領域ではな

い。光りでもなく影でもなく、人間性の本質的な価値と

して受け止められるものである。謂わば、個々の人間

が、自己実現を図る基地として全人格性の保護と安定が

図られる場である。

　確かに、もしこれを労働で言えぱシャドウ・ワークで

あると言ってよい。今後、これを労働的な価値に置き換

え、家庭内労働をライト・ワーク化し、市場経済に家庭

機能そのものを包含する方向が一層強まることが予測さ

れる。また、家庭内労働を外部委託することにより、家

庭外労働のライト・ワーク領域が家庭内にかかわる度合

いが一層強まることも予測される。しかし、何よりも重

要なことは、それがすぺて労働とその対価という価値に

よって判断されることに終るのではなく、この動向が結

果的には、家族員相互の人格的関係を強め、それがひと

り一人の自己実現に寄与するかどうかである。

　　2　家庭内労働と育児

　　　（1）家族の絆

　少子化、家族員の縮少化がすすみ、また両親、家族の

家庭外労働のウエイトが高まる中で、家族員ひとり一人

のシャドウ・ワークの量は増大する。従来家事の多くを

負担してきた女性、母親は、家庭外労働のウエイトが増

すにつれ、1日の、1週間の限られた時間内にシャドウ

賢ワークを処理する負担が一層増大する。

　これを家庭内で解決するために、先ず第1に、女性、

母親の家事、炊事等の　賠IIが、他の成員特に男性、父親

に分担されていく方向が必然的となる。従来のシャドウ

・ワークを根本的に支えてきたr男は仕事、女は家庭』

の変革である。それとともに、子どもがrあたり前」の

ように家事等にかかわる方向はきわめて重要である。子

どもの頃から家庭生活、家庭機能を学び、成人としての

家族員準備性や親準備性を整える営みもまた、いつの時

代にも、そして従来のシャドウ・ワークの一・部としても

みられてきたことである。今や、家族員の縮少と、何よ

りも偏差値重視の教育が家庭機能に影響を及ぼし、この

rあたり前」のことが、家庭において十分に果たせなぐ

なってきた。

　母親以外の成員がrあたり前」のようにシャドウ・ワ

ークにかかわることは、家庭内労働の意義を問い直す上

でも、きわめて重要である。例えば寝食を共にする行為

には、種々のシャドウ・ワークが伴う。しかしそれは、

家族員の健康や心身の安定、子どもの健やかな成長を願

い・配慮する行為と一体のものであり、逆に言えぱ、シ

ャドウ・ワークは・全人格的な保護と安定の機能と一体

のものである。

　家庭内で解決するための第2として、シャドウ・ワー

クの負担を減少させるための省力化、外事化、ライト・

ワークヘの委託が一層進むことも必然的である。そし

て、その負担時間を縮小することにより、個人の自己実

現の機会を高めることは、過去よりも一層容易になるで

あろう。しかし、そのことが、家族間の絆を弱める方向

ではなく、人格的関係を強める方向になることが重要で

あることは言うまでもない．即ち、家庭内労働の省力化

や外事化、ライト・ワーク化は、むしろ家庭機能の原点

にかかわる心理的時間と空間を確保させ、家庭機能の璽

要な成員間の相互作用を促進する方向である。

　この家庭内における成員間の相互作用の本質は、対価

のない労働を厭わないことと深く結び付いている。 それ

は、愛他行為とか無償の行為という言葉で表現される性

格を持っている。愛他的、無償的である故に、その行為

が価値を持つ。この行為や活動のない機能は、家庭機能

とは言えない。　それが最も具現化されるのが、育児、

介護の行為、活動である。この育児機能、介護機能も、

やがては市場経済におけるライト・ワークのウエイトが

高まること、ひいてはロボット化が進むことが過去にお

いて予測された3。

　ライト・ワークのウエイトは、母親の就労による保育

二一ズの高まりとともに確かに高まってはきたが、しか

しその本流は家庭外保育の進行であり、我が国では家庭

一131



日本総合愛育研究所紀要　第28集

内保育はようやく近年普及し始めた状況である。一方の

ロボット化は予測よりもはるかに進行していない。むし

ろ我が国では、育児、介護ともに家庭内でのロボット化

が進行する可能性はきわめて少ない。それは、先の家庭

機能の原点にある情愛やぬくもりのある、呼吸し合う関

係が如何に重要であるかを物語っているとも言える。

　　　（2）家庭内協働と社会的親の支援

　　　　①家庭内協働
　第一点は、先にふれたとおり、女性、母親のシャドウ

・ワークの負担が増大してきた中で、従来通り女性、母

親が主として担うことの問題は益々深刻になっており、

家族の、両親の協働としてこれを担う方向である。特に

男性、父親が等しく担う方向は、言うまでもないことで

あろう。そのあり方としては、家庭環境として母性、父

性の立場からかかわる協働と、労働環境と家庭環境との

重なり合いの中でかかわる協働とがある。前者について

は、今年度の研究では特に社会的、公的支援に焦v点を当

てて検討を加えたので、ここでは省略し、そのあり方に

ついては、次年度の研究で実地的研究の中で詳しく検討

したい。

　後者の、労働環境と家庭環境との重なり合いの中でか

かわる協働は、家庭外労働のシステムやスタイルそのも

のが、間接的に社会的支援にかかわることである。即

ち、労働時間の短縮、育児時間の確保やフレックスタイ

ム制の拡大により、母親、父親が子どもとの接触の機会

を量的にも質的にも増加させる可能性が増大してきた。

特に重視すぺきことは、家庭外労働の通念を変え、自宅

勤務、在宅勤務の機会を増加させる労働環境の変化であ

る。産業構造の変化、技術革新、勤務体系の多様化は、

それを一層促進する要因となっている。

　これまでも、非常勤やパート・タイム勤務の割合が男

性、父親よりも高かった女性、母親の場合に、労働環境

と家庭環境の接点で、育児機能を満たす状況は多かっ

た。しかし今後は、常勤の場合にも、コア・タイムの設

定や個々の労働者の勤務責任を明確にすることにより、

このシステムやスタイルは益々拡がる可能性を持ってい

る。これは、従来の家庭外労働観の変革を迫るものであ

る。また、シャドウ・ワークとして位置付けられる以前

の、生産活動、消費活動とが一体であり、家庭内労働と

家庭外労働に明確な区別（discrimination）をする必要性

のなかった時代の家庭機能を、全く新しい方法で再生す

る可能性すら内包している。それは即ち、ライト・ワー

クとシャドウ・ワークとを統合することによって、家庭

内労働と家庭外労働の区別（discrimination）を解消し、

家庭や地域を基本とした生活の中で必要に応じて労働す

る社会を展望する可能性であり、また男女閻の差別（dis

－crimination）を解消し、これまでの’日影、裏、従’

等々のニュアンスを持つshadowを担ってきた女性ではな

く、真の平等と均等性のある両性の社会を展望する可能

性である。

　　　　②社会的親
　今後、家庭養育機能を考える上で重要な第二点は、育

児を家庭機能のみに重点を置き、両親とりわけ母親のみ

に負わせることは、親の負担、責任上不可能であり、ま

た子どもの真の健全な育成にとっても不自然であるとい

うことである。現代程、社会が育児にかかわる行為、活

動の責任と役割を母親に負わせてきた時代はない。身内

・親族は言うまでもなく、乳母、子守、近隣の人々等、

今様に言えばr保育者」が広く、時には母親以上に深く

かかわっていた。そのキーワードとなるものは、「社会

的親」である。生れ育つものにとって、生物的親、心理

的親そして社会的親の存在は不可欠である。現代の社会

できわめて乏しくなった社会的親を再認識し、その　賠ll

を広げること。社会的親として、市場経済における保育

者等ライト・ワークの一環として家庭とかかわり、シャ

ドウ・ワークを支援することが一層注目される。

　2　企業、事業体の育児支援

　　〔D企業、事業体の女性労働力への二一ズ

　大学卒女子の就職率は、1991年には遂に男子を上回る

81．8％に達し、女性の社会進出、家庭外労働志向は、益

々強まっている。この流れは、結婚、出産、育児等家庭

生活と、仕事とを対置させることよりも、両立させるこ

とへの二一ズを社会通念とする方向を一層必然的なもの

としつつある。

　しかし、既述のようにこれまでの雇用者と被雇用者と

の関係では、労働力の需給関係からみて、女性、母親を

その調整弁として受け止め、本質的には、雇用者のr男

は仕事、女は家庭』という固定観念にも近いパラダイム

は、強固なものであった。従って、女性労働力への二一

ズが育児と労働を両立させることへの両親の二一ズとは

必ずしも一体となってはいなかった。

　1981年に国際連合総会は、r男女労働者特に家族的責

任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約

（I　L　O条約第156号）」を採択した。その主旨は、我

が国でその後いわゆるr男女雇用機会均等法」の制定に

も結び付いたが、むしろ家族的責任を有する労働者即

ち、く被扶養者である子に対し責任を有する男女労働

者＞（条約第1条）に焦点を当てた施策としては、育児
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休業その他保育サービス、家族支援サービスの強化が必

要であった。この条約が述べるく就業に係る責任と家族

的責任とが相反することとなることなく就業する権利を

行使することができるようにする＞（同第3条）ための

社会的、公的責任が具体的に展開されるには、我が国に

おいてまだしばらくの期間が必要と思われてきた。

　しかし、近年の社会、経済的変貌、即ち先にふれた、

産業の構造の変容、女性の労働市場への積極的な関与、

労働力不足の深刻化、そして自立する女性への関心の高

まり等々は、従来の徐々に増加する女性労働力の変化を

質的に変えさせる予測を孕んだものとなりつつある。そ

の最も大きな背景は、深刻になりつつある労働力不足で

あり、女性の能力と適性を永続的に確保することへの高

い関心である。このため、女性労働カヘの二一ズを充た

す要件として、育児と労働を両立させることへの両親の

二一ズや保育二一ズを充たすことが求められてきてお

り、 その対応に、雇用者や事業主が真剣に取り組まなけ

ればならない状況が一層みられてきた。それは、従来か

ら保育二一ズヘの対応を求めてきた労働者側の組織、団

体とともに、経営者側の組織、団体が従来とは比較にな

らない程に家庭や母親の状況と今後の展望に関心を深め

てきたことからも理解できる。

　その典型が、1991年5月に成立し、1992年4月から施

行されるr育児休業等に関する法律』（以下r育児休業

法」）である。一部の勤く母親に限られていた育児休業

をすぺての親が利罵することの出来る制度とすることへ

の要求は強いものがあったにもかかわらず、先にふれた

ように、制度が実現するまでにはまだしばらくの年数が

必要に思われてきた。しかし、1991年の国会上程とその

後の成立の早さは、関係者のコンセンサスが一気に得や

すい状況が整ってきたことを物語っている。

　育児休業による保障内容については、無給であること

などの批判があるものの、両親が共に利用することので

きる国民的な制度が実現したことの意義は大きく、しか

もその第10条及び第11条で、乳幼児を持っ労働者がr就

業しつつその子を養育することを容易にするための措置

を講ずる」義務乃至努力義務が事業者に課せられた意義

も、きわめて大きい。　雇用政策研究会がまとめたr労

働力需給の展望と課題』U992）によると4、我が国の労

働力人口は、2000年をビークに以後減少が始まり、若年

・中年層の減少と、 高年齢層（55歳以上）の大幅増がみ

られ、労働力不足感が一層強まると指摘している。高齢

者や女性の労働力の確保や外国人労働者の雇用の拡大の

必要性にっいては、従来から論議されてきているが、研

究会は、今後の政策のひとつとして、r高齢者や女性の

進出などの労働力構造の変化に対応して、労働時間を短

縮し、二一ズにあった雇用機会を確保する』ことをあげ

ているが、r育児休業法』において、事業主が乳幼児を

持つ労働者のために、r就業しつつその子を養育するこ

とを容易にするための措置を講ずる」ための努力は・こ

の、二一ズにあった雇用機会を確保する方策としても、

重要な意味を持ってくる。

　　　（2）両立のための支援施策

　第10条、第11条の具体的な措置としては、勤務時間を

短縮すること、フレックスタイム制を導入すること、所

定外労働時間を抑制すること、企業内保育施設を整える

こと等が含まれている。

　近年の育児と仕事の両立のための施策に関する代表的

な調査結果をみると、 以下のとおりである。

　厚生省児童家庭局のr児童家庭施策の充実に関する有

識者調査』の結果（1990）5によれば、両立のために必要

なこととして、育児休業制度やフレックスタイム制の導

入など企業における雇用環境の整備が5L1％と、最も高

い割合であり、保育施設の整備等公的な施策の充実は、

3L8％であった。

　日本経営者団体連盟関東経営者協会のr働く女性の意

識に関するアンケート調査」の結果（1990）6によれぱ、

結婚している女性労働者が出産してからも仕事を続ける

ために必要な環境整備として、保育所・託児所が53．6％

、労働時間の短縮やフレックスタイムの導入が52・7％と

過半数を越え、育児休暇が3811％であった。また、両立

させるための充実すべき企業内福祉制度としては、フレ

ックスタイム制、変形労働時間制の導入が如．6％と最も

高く、再雇用制度の導入が33、0％、育児休業制度の導入

が23．4％であった。

　労働省の委託による婦人少年協会のr育児に関する女

子労働者の二一ズ調査』の結果（1991）7によれば、育児

と仕事の両立のために必要と思う企業内制度としては・

子どもの病気等の看護のための休暇・休業制度が74・3％

ときわめて高く、一日の労働時間の短縮が57・4％・次い

で保育費用に対する経済援助（37．3％）、企業内保育施

設（32．7％）、都合のよい勤務時間帯を選べる制度（3L

6％）の順であった。看護休暇という切実性の高い二一

ズについては、他の調査の項目にも含まれていれば、同

じように高い割合でみられたであろう。

　近年、労働力不足の中でも特に女性の占める割合の高

い看護婦の不足問題は深刻になるばかりである。日本看

護協会看護情報センターのr離職ナースの就業意向調査

」の結果（1992）8によれば、正規職員として勤めていた
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看護の職場を辞めた主な理由として、結婚が41．7％、出

産・育児が38．2％と、両者で8割に達する割合を占めて

いる。また、今後就職したいができない、あるいは就職

する気はないと答えた人の47％が、育児との両立が不安

だからという理由であった。看護婦となる人が不足して

いる背景として、不規則な勤務や健康の問題がしぱしば

取り上げられてきたが、この調査は、看護婦の労働力不

足の背景に育児と仕事の両立の問題が深くかかわってい

ることを浮き彫りにしている。

　以上の結果は、育児や看護のための休暇を普及すると

ともに、一方で産前・産後の休暇後継続して仕事をすす

めることができるための諸施策、そして乳幼児期全般に

渡るこれら施策の充実が求められており、この点でr育

児休業法』第10条、第11条で定められているような趣旨

が、すぺての企業、事業体に深く行き渡り、事業主が広

くこれを実践することが強く望まれる。．

　　　（3）家庭、地域、社会とともに

　　　　①保育システムヘの積極的かかわり

　以上の諸施策は、企業や事業体における女性労働者の

確保のため、また女性の働く権利を保障するために、即

ち、同じ保育二一ズと言っても、雇用する側の二一ズや

両親等働く側の二一ズを重視してその対応を図る性格が

強い。r児童福祉法』の条文を引き出すまでもなく、本

来、児童福祉の基本理念は、すべての国民が子どもを健

やかに生み育てる責務を持っている。いつの時代にもそ

れは求められてきたが、近年子どもが健やかに生れ育っ

環境としての家庭に対する関心が深まる中で、両親、保

護者のみならずすべての成人、国民が健全育成の責務を

持っていることの意味があらためて認識されつつある。

　真に豊かな家庭生活、社会生活が求められっつある今

、家庭外労働の場として家庭にその影響を及ぼす度合い

が益々強まっている企業や事業体は、旧来の企業家族的

な意識からの家庭支援から、家庭や地域との深いかかわ

りの中での新しい家庭支援の展開が求められている。ひ

とつは、被雇用者の子どもの保育二一ズに直接対応する

中で・もう一つは、地域、社会の子どもや家庭に積極的

にかかわる中で、それを展開できるであろう。

　先ず第1のアプローチは、被雇用者の子どもの保育二

一ズに直接対応するために、社会的、公的保育施策のシ

ステムやネットワークの一員として、また一環としてか

かわる関心と視点を持つことの重要性である。

　先ず・被雇用者、従業貝の生活の拠点である居住地に

おける保育とのかかわりがある。今日においても多くの

企業や毒業所においては、保育二一ズヘの関心が乏し

く、閲心がみられる場合でも、保育施策イコール公的施

策と受け止める傾向はきわめて強い。働く母親の保育問

題は、行政施策や保育所とその家庭とで解決すべきとい

う通念を、見直す必要がある。例えば、早朝と夕方から

夜にかけての保育所の送迎や病気中あるいは病後の子ど

もの保育と、職場での仕事との関係を取り上げてみて

も・固定的な保育システムから抜け出て、保育所、企業

・事業所、両親の3者のネットワークによって解決する

鍵は多い。また、家庭的保育（保育ママ）、家庭内保育（

ベビーシッター）等の保育者とのネットワークを組むこ

とによって、更には企業・事業所とこれら保育資源との

調整に関わるキー・バーソンやコーディネーターが存在

することによって、相互理解を進め、両立を求める両親

・保護者にとっても企業・事業所にとっても、何よりも

子どもにとって保育二一ズを満たす可能性は広がる。

　次に、被雇用者や従業員の労働の場である企業や事業

所を拠点とする保育とのかかわりがある。我が国では、

事業所内保育施設に関する制度は既に設けられているも

のの、益々悪化する通勤事情や女性労働者が限られてい

ることなどから、その活用は限られている。その多く

は、病院等女性職員の比率が非常に高い扇業所である。

　先にふれたように、看護婦が育児と仕事を両立できる

ような環境をより積極的に配慮する施策を強化すること

は緊要なこととなっており、地方自治体においても、看

護婦確保のための保育施策の強化がすすみだしている9。

しかし、全般的には、事業所内に保育室、授乳室、母子

室、親子室等が設けられている環境づくりからは程遠い

。この点の解決策として、1991年から、企業委託型保育

制度が発足した。保育のノウハウの豊かな社会福祉法人

が企業からの委託を受けて被雇用者、従業員の子どもを

保育するという発想は、事業所内保育のシステムを発展

的に強化する方策としても、また家庭、地域と企業・事

業所との接点での保育を広げる方策としても、試みるに

値するものである。しかし、そのためには、企業や事業

所の保育に対する認識と理解を深めるための努力を相当

に強めなければならない。先述した労働環境と家庭環境

との重なり合いの中でかかわる協働のスタイルやシステ

ムを強化する方法とともに、企業・事業所における保育

環境を整備していくための、新しい発想や方策とキャン

ペーンが必要であろう。

　　　　②　企業のコーポレート・シチズンシップ

　第2の、地域、社会の子どもや家庭に積極的にかかわ

る中で、それを展開するアプローチは、・企業や事業所の

被雇用者や従業員に限らず、企業・事業所の所在する地

域や家庭・あるいは被雇用者や従業員の居住する地域や
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家庭における家庭支援の展開である。近年の社会貢献活

動（フィランスロビー活動）やメセナと称される企業の

社会、市民、地域への積極的な関わり・あるいは企業の

社会性を重視したコーポレート・シチズンシッブの向上

のための活動は、ある種の流行現象も含めて・我が国に

も浸透し始めているL。。この動向がどの程度我が国に定

着するか、予測し難いところである。しかし、既に重ね

て述べてきたように、今後企業や事業所の社会的1賭ljと

して、保育サービスヘのかかわりや家庭支援の課題は、

避けて通れないテーマであることは間違いのないところ

である。既に、その一環として、コンセブトワークショ

ップ（株）は、rモデル保育システム開発構想」をまと

め、報告している（1991）11。その中で、企業が取り組む

べきモデル保育システムのコンセブト（地域社会のコ

ア）とフィロソフィ（ソーシャル・ホスタリズム）・モ

デル保育園を中心としたシステム・ネットワーク並ぴに

施設構成は、示唆に富んでいる。

　この他、多くの企業が取り組み始めている労働時間の

短縮や、休暇の重視は、地域社会や国民ひとり一人のゆ

とりある生活づくりに貢献していくであろうし、それは

家庭支援に波及的に影響を及ぼすであろう。中でも、い

くつかの企業が試行を始めたボランティア休暇制度は、

若い女性や男性の地域の保育施設等における保育や養育

への協働、また家庭内保育への協働と結び付くことによ

り、両親の育児と仕事の両立を支援するぱかりではな

く、みずからの親準備性を高め、またみずからの両立へ

の準備性を高める機会ともなろう。このような課題や今

後のあり方については、明年以降の研究を通じて、具体

的に検討を加えていきたい。

　本研究は、平成3年度厚生科学研究費による家庭・出

生問題総合調査研究r家庭機能に関する研究＝家庭養育

機能及び家庭に対する社会的・公的支援に関する研究」

の一環として行なったものである。
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